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バランスシートの概要｠

 

 

●資産総額｠ 約１，５８５億円｠ 市民一人当たり約１７１万円｠
 

総資産の約９６．０％を占める約１，５２２億円が「有形固定資産」です。 

道路や橋梁、河川などの生活インフラ・国土保全（土木施設）が約７６７億円と最も大きく、有形

固定資産総額の５０.４％を占めています。次に大きな割合を占めているのが小・中学校や体育施設

などの教育施設で、資産残高は約３１４億円（２０.７％）となっています。 

「投資等」は、市が保有する有価証券や出資金の額、市の貸付金の残高や特定の目的のために積立

しているお金や前年度以前に調定した収入未済額（長期延滞債権）などで、これから貸付金や長期延

滞債権に係る回収不能見込額を控除した額で約３３億円となっており、資産全体に占める割合は、  

２.１％となっています。 

「流動資産」は、現金預金や未収金であり、資産全体の１.９％、約３０億円となっています。 

 

 

●負債総額｠ 約４９２億円｠ 市民一人当たり約５３万円｠
 

負債の主なものとしては、地方債（市の長期借入金）が約４０１億円で負債総額の８１．６％、

退職手当引当金が約９１億円で１８．４％を占めております。学校やごみ処理施設など公共施設を整

備する際には多額の経費を必要としますが、この経費を一度に負担することが難しいとき、市は事業

資金の借り入れをすることになります。この借入金は、公共施設を現在利用する世代だけでなく、今

後利用する世代にも負担していただくため、長期的に償還する方法がとられます。したがって、資産

が増加することで市民サービスは質的にも量的にもよくなりますが、同時に将来の世代の負担も増え

ていくことになります。 

この地方債は、償還予定年度により固定負債と流動負債に分けて計上しており、固定負債には翌々

年度以降の償還予定額を、流動負債には翌年度の償還予定額を計上しています。 

｠
｠
●純資産総額｠ 約１，０４２億円｠ 市民一人当たり約１１２万円｠

 

住民サービスを提供するために保有している財産等に対応する財源であり、これまでの世代が負

担した部分と資産を時価評価した際の評価差額で構成されており、資産から負債を差し引いた残額と

なります。将来世代の負担が少なくなるように、純資産が多く負債の少ない財政運営が理想的な形で

す。将来的な負担を考え、本当に必要とされている事業を選択し、資産と負債のバランスのとれた財

政運営が求められています。 
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バランスシート（貸借対照表）の作成方法｠

｠

貸借対照表とは、自治体が住民サービスを提供するために保有している財産（資産）とその資産をど

のような財源（負債・純資産）で賄ってきたかを対照表示した一覧表で、資産合計額と負債・純資産合

計額が一致し、左右がバランスしている表であることからバランスシートとも呼ばれます。｠

当市の財政事情について、これまでに行ってきた社会資本整備等の総額とそのために充てられた財源

の内訳を示すことにより財政運営の指標とし、財務内容の市民に対する説明責任を果たすため、総務省

から示された作成マニュアル（総務省方式改訂モデル）に基づきバランスシートを作成しました。｠

従来の決算書が、過去 1 年間の歳入及び歳出という「フロー情報」を示すものであるのに対し、バラ

ンスシートは、年度末における資産やその財源の状況を示す「ストック情報」です。｠

｠

Ⅰ．作成上の基本的前提｠

１．対象会計の範囲 

普通会計を対象としています。普通会計とは、地方公共団体における一般会計といくつかの特別

会計を加えた地方財政統計上、統一的に用いられる会計区分です。｠

四国中央市の場合、次の会計を合計したものとなります。｠

・一般会計｠

・交通傷害保障事業特別会計｠

・住宅新築資金等貸付事業特別会計｠

・公共用地先行取得事業特別会計｠

・福祉バス事業特別会計｠

２．作成の基準日  

会計年度の最終日（平成２２年３月３１日）を基準日としています。ただし、出納整理期間（平

成２２年４月１日～平成２２年５月３１日）における出納については、基準日までに終了したもの

として処理しています。｠

３．流動・固定の分類基準｠

１年基準を原則としています。１年基準とは、資産及び負債を流動・固定に区分するための一つ

の基準で、バランスシートの基準日の翌日から１年以内に入金又は支払いの期限が到来するものを

流動資産又は流動負債とし、それ以外のものを固定資産又は固定負債とするものです。｠

４．基礎数値 

電算処理化された昭和４４年度以降の「地方財政状況調査表（決算統計）」のデータを基礎数値と

して用いています。但し、昭和４３年以前の資産についても把握可能なものについては計上してい

ます。｠

市町村合併に伴い、旧団体（川之江市・伊予三島市・土居町・新宮村・宇摩広域市町村圏組合・
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銅山川疏水組合）の資産・負債は全て四国中央市に継承されており、これに基づき計算の基礎とな

る決算統計データも集計しています。｠

｠

Ⅱ．勘定項目等の説明｠

【資 産 の 部】 

１．公共資産 

(1) 有形固定資産 

①｠評価方法｠

資産形成のために実際に投下された税等の額を表す普通建設事業費をもって有形固定資産の取

得原価としています。普通建設事業費の把握は、昭和４４年度以降の決算統計データを使用しま

した。普通建設事業費とは、道路、橋りょう、学校、庁舎など公共用又は公用施設の新増設等の

建設事業に要する投資的経費で用地取得費等も含みます。｠

②｠他団体に支出した補助金、負担金等の取扱い｠

市町村、民間、国等に支出した補助金、負担金等により有形固定資産が形成される場合があり

ますが、これらの支出は、バランスシートではなく、「行政コスト計算書」へ計上しています。｠

③｠減価償却｠

普通建設事業費の各区分ごとに設定された耐用年数表に基づいて、残存価額をゼロとした定額

法により土地を除き減価償却を行っています。なお、減価償却計算は、固定資産の取得又は普通

建設事業費支出の翌年度から開始しています。また、新地方公会計制度実務研究会より新しい作

成基準として基準モデル及び総務省改訂モデルが示されたことに伴い、従来採用していた総務省

モデルに代えて本年度より総務省改訂モデルを採用しています。｠

(2)｠売却可能資産｠

売却可能資産とは、原則、貸借対照表日時点で公用もしくは公共用として使用されていない（一

時的に賃貸している場合を含む）すべての公共資産を対象としており、売却可能資産の減価償却は

行わないこととしています。｠

(3)｠科目対応表｠

決算統計上の区分｠ 貸借対照表上の科目｠

総務費、その他｠ 総務｠

民生費｠ 福祉｠

衛生費｠ 環境衛生｠

農林水産業費、労働費、商工費｠ 産業振興｠

土木費｠ 生活インフラ・国土保全｠

消防費（警察費）｠ 消防（警察）｠

教育費｠ 教育｠
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２．投資等 

(1)｠投資及び出資金｠

投資及び出資金は、公営企業や公社、第三セクターなど財団法人等に対する出資金や寄附行為に

係る出捐金について、原則として年度末残高を計上しています。｠

尚、市場価格のある有価証券については時価、市場価格のない投資及び出資金のうち連結対象団

体以外に対するものについては、実質価額が取得価格に比べて著しく低下した（３０％以上低下）

した場合は、その差額を純資産変動計算書の臨時損益項目の「投資損失」の科目へ計上し、評価後

の時価又は実質価額を取得金額とみなすこととしています。｠

また、市場価格のない投資及び出資金のうち連結対象団体に対するものについては、純資産変動

計算書へ投資損失として計上すると共に貸借対照表の投資損失引当金に計上することとしています。｠

(2)｠貸付金｠

貸付金には、返還期限が到来していないものを計上しています。尚、貸付金のうち当年度調定で

返済期限を過ぎた貸付については未収金に、調定年度が前年度以前のものについては長期延滞債権

に計上しています。当市の主な貸付は、災害援護資金貸付金、住宅新築資金等貸付金、地域総合整

備資金貸付金等です。｠

(3)｠基金等｠

基金等には、基金のうち流動性が低いものを「退職手当目的基金」「特定目的基金」「土地開発基

金」「定額運用基金」に区分して計上しています。また、市町総合事務組合が保有する年度末資産の

うち、当市の持分相当額を計上しています。｠

(4)｠長期延滞債権｠

長期延滞債権には、収入未済額のうち当初調定年度が前年度以前のものを計上しています。｠

(5)｠回収不能見込額｠

貸付金及び長期延滞債権のうち、翌年度以降に回収不能となることが見込まれる金額を過去の回

収不能実績等を基に見積もって計上しています。回収不能見込額は、あくまで回収不能となる可能

性のある金額であるため、少なければ必ずしも良いとは言えません。｠

｠

３．流動資産｠

(1)｠現金・預金｠

市が設置する基金のうち流動性が高く、財政運営上の調整手段として活用しているものを「財政

調整基金」及び「減債基金」に区分して計上しています。｠

また、歳入総額から歳出総額を差し引いた額を「歳計現金」として計上しています。｠

(2)｠未収金｠

その年度の歳入として調定したが、納期限を経過し出納整理期間中にも収入されなかったもの（滞

納期間が１年未満の債権）のうち、長期延滞債権へ振り替えた額を除き、「地方税」と「その他」に

区分して計上しています。｠

｠
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(3)｠回収不能見込額｠

投資等における回収不能見込額と同様、未収金のうち回収不能となることが見込まれる金額を「回

収不能見込額」として表示しています。｠

｠

【負 債 の 部】 

１．固定負債｠

(1)｠地方債｠

貸借対照表作成基準日における市債残高から、流動負債に計上した翌年度の元金償還予定額を控

除した額を計上しています。｠

(2)｠長期未払金｠

通常、市の予算は 1 年間に収入又は支出しようとする金額と内容を定めますが、ある事業の規模

が大きく１年間では完了できない場合などについては、その事業期間や今後負担が必要となる金額

を明らかにしておく必要があります。この例外的な措置を「債務負担行為」と呼びます。｠

「債務負担行為」の残額があり、既に物件の引渡しを受けたものについては、今後の支払予定額

を資産に計上すると共に、負債へ計上することとされています。｠

この長期未払金には、ＰＦＩ等の手法により整備した有形固定資産及び前述の既に物件の引渡し

を受けたものに対する翌々年度以降の支払予定金額を「物件の購入等」として固定負債へ計上して

います。尚、現在のところ当市においてはＰＦＩ等により整備した資産はありません。｠

また、債務保証又は損失補償等に係る債務負担行為のうち既に履行すべき額が確定したものにつ

いても「債務保証又は損失補償」として計上することとされていますが、当市では該当がありませ

ん。｠

(3)｠退職手当引当金｠

年度末に特別職を含む全職員（当該年度末退職者を除く）が普通退職したものと想定し、その要

支給額を積み上げて計上しています。｠

｠

２．流動負債｠

(1)｠翌年度償還予定地方債｠

市債の年度末残高のうち、翌年度の元金償還予定額を計上しています。｠

(2)｠短期借入金（翌年度繰上充用金）｠

歳入が歳出に不足する場合に翌年度の歳入を繰上げて、その年度の歳入に充てた額を計上するこ

ととされていますが、当市には該当がありません。｠

(3)｠未払金｠

ＰＦＩ等の手法により整備した有形固定資産及び債務負担行為のうち既に債務が発生していると

認められるものに係る翌年度支出予定額を計上しています。｠

｠

｠
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(4)｠翌年度支払予定退職手当｠

翌年度に支払うことが予定されている退職手当の額を計上しています。なお、当市の場合は、退

職手当組合へ加入しており、自団体から退職手当を支払わないので、翌年度支払予定退職手当の計

上はありません。｠

(5)｠賞与引当金｠

翌年度において支払が予定されている期末手当及び勤勉手当のうち、当年度負担相当額を計上し

ています。例えば、当年度の１２月から翌年度の５月までを支給期間として翌年度の６月に支払わ

れる場合、１２月から３月分を当年度の負担相当額として計上することとなります。｠

｠

【純 資 産 の 部】 

１．公共資産等整備国県補助金等｠

住民サービスを提供するための資産（公共資産）等を取得した際の財源のうち、国及び県から補

助を受けた額の累計額であり、この金額が大きい場合は、国庫補助金等によって公共資産を整備し

た部分が大きいことがわかります。尚、有形固定資産に計上されている資産に充てられた国・県支

出金のうち用地取得費以外のものは、有形固定資産の減価償却と同様の方法で償却を行っています。｠

｠

２．公共資産等整備一般財源等｠

住民サービスを提供するために取得した資産（公共資産）等のうち国県補助金等と地方債を除い

た財源部分です。｠

｠

３．その他一般財源等｠

資産合計から負債合計とその他一般財源等以外の純資産合計を差し引いた額で、翌年度以降に自

由に使える財源ということになります。｠

｠

４．資産評価差額｠

売却可能資産の取得価額と評価額との差額、寄附等により無償で取得した資産に係る評価額や市

場価格のある有価証券の取得価額と時価との差額などを計上しています。｠

｠

【欄 外 注 記】 

※他団体及び民間への支出金により形成された資産｠

昭和４４年度以降の普通建設事業費のうち、他団体等に対する補助金・負担金等の累計額を計

上しています。尚、用地取得費以外は、有形固定資産と同様に償却計算を行うこととしています。｠

また、他団体等への支出金の財源内訳を国県補助金等、地方債、一般財源等に区分して記載し

ています。｠

※債務負担行為に関する情報｠

債務負担行為設定額のうち、貸借対照表に計上したもの以外に係る翌年度以降の支出予定額を
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計上しています。また、債務保証又は損失補償については、現時点では負債となっていませんが、

将来において何らかの事象が生じた場合に市が負担しなければならない可能性のある金額です。｠

※交付税措置地方債の金額｠

年度末地方債残高（翌年度以降の支出予定額を含む）のうち、将来の普通交付税の算定基礎で

ある基準財政需要額に含まれることが見込まれる金額を計上しています。｠

※普通会計の将来負担に関する情報｠

普通会計に係る負債以外として公営企業の地方債償還金に対する繰出金など繰出基準に基づき

普通会計が負担することが確実な債務や負担の可能性が高い債務があり、これらのうち普通会計

の将来負担として見込まれる金額等を計上しています。｠

｠

Ⅲ．有形固定資産耐用年数表｠

この耐用年数表は、総務省の「新地方公会計制度実務研究会報告書」に示されているもので、「地

方公共団体の総合的な財務分析に関する調査研究会報告書」で示されたものから、所要の見直し

が行われたものです。｠

｠

区｠ ｠ ｠ 分｠ 耐用年数｠ 区｠ ｠ ｠ 分｠ 耐用年数｠

１｠ 総務費｠
①｠庁舎等｠
②｠その他｠

｠
５０｠
２５※｠

２｠ 民生費｠
①｠保育所｠
②｠その他｠

｠
３０｠
２５※｠

３｠ 衛生費｠ ２５｠

４｠ 労働費｠ ２５※｠

７｠ 土木費｠
①｠道路｠
②｠橋りょう｠
③｠河川｠
④｠砂防｠
⑤｠海岸保全｠
⑥｠港湾｠
⑦｠都市計画｠
ア｠街路｠
イ｠都市下水路｠
ウ｠区画整理｠
エ｠公園｠
オ｠その他｠
⑧｠住宅｠
⑨｠空港｠
⑩｠その他｠

｠ ｠
｠ ４８(15)｠
｠ ６０｠
｠ ４９(50)｠
｠ ５０｠
｠ ３０(50)｠
｠ ４９(50)｠
｠ ｠
｠ ４８(15)｠
｠ ２０｠
｠ ４０｠
｠ ４０｠
｠ ２５｠
｠ ４０｠
｠ ２５｠
｠ ２５｠

５｠ 農林水産業費｠
①｠造林｠
②｠林道｠
③｠治山｠
④｠砂防｠
⑤｠漁港｠
⑥｠農業農村整備｠
⑦｠海岸保全｠
⑧｠その他｠

｠
２５｠
４８（15）｠
３０｠
５０｠
５０｠
２０｠
３０（50）｠
２５｠

６｠ 商工費｠ ２５｠
８｠ 消防費｠
①｠庁舎等｠
②｠その他｠

｠ ｠
｠ ５０｠
｠ １０｠

９｠ 教育費｠ ｠ ５０｠
（｠ ）は従来の有形固定資産の
耐用年数です。｠｠

10｠ その他｠ ｠ ２５｠

｠ ｠ ｠ ｠ ｠
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バランスシートを活用した財務分析｠

１．社会資本形成の世代間負担比率 

社会資本形成の結果を表す公共資産のうち、純資産による形成割合を見ることにより、これまで

の世代（過去及び現世代）によって既に負担された割合を見ることができます。また、地方債残高

は将来返済しなければならないことから、今後の世代によって負担する割合をみることができます。

この地方債残高には、固定負債の「地方債」及び流動負債の「翌年度償還予定地方債」に加え、社

会資本形成の財源としての「長期未払金」及び「未払金」を含めます。 

当市の場合、社会資本形成の過去及び現世代負担比率は６５.２％で、社会資本形成の将来世代負

担比率は３１.８％となっています。一般的には、過去及び現世代負担比率は５０％～９０％の間、

将来世代負担比率は１５％～４０％の間とされていることから、当市の将来世代の負担が高くなっ

ていることがわかります。 

（計算式）｠ 社会資本形成の過去及び現世代負担比率（％） 

｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ＝｠ 純資産合計｠ ÷｠ 公共資産合計｠ ×｠ １００ 

（計算式）｠ 社会資本形成の将来世代負担比率（％） 

｠ ＝｠ 地方債残高｠ ÷｠ 公共資産合計｠ ×｠ １００ 

 

 

２．歳入額対資産比率 

歳入総額に対する資産の比率であり、現在の資産は何年分の歳入が充当されたかを見ることがで

きます。歳入額対資産比率は３.０から７.０の間が平均的な値となっており、当市の場合は５.３と

なっています。尚、歳入総額は資金収支計算書の各部の収入合計の総額に期首歳計現金残高を加算

して算出しています。 

（計算式）｠ 歳入額対資産比率｠ ＝｠ 資産合計｠ ÷｠ 歳入総額 

 

 

３．有形固定資産の行政目的別割合及び資産老朽化比率 

有形固定資産の行政目的別割合を見ることにより、行政分野ごとの資産形成の比重を把握するこ

とができ、これまでの社会資本形成がどこに重点を置いてきたのかがわかります。また、取得原価

に対する減価償却累計額の割合を計算することにより、平均してどの程度の年数が経過しているの

かを確認することができます。 

なお、この指標は社会資本の形成割合を示すものであり、この割合が低いからといって、その行

政分野のサービスが少ないということにはなりません。 

｠

｠
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｠

｠

｠

｠

｠

｠

｠

｠

｠
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４．市民一人当たりバランスシート 

 

 

市民一人当たりの金額は、平成 22 年 3 月 31 日現在の住民基本台帳人口 92,913 人で計算しています。
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行政コ ス ト計算書 

 

 

 

 

自：平成２１年４月  １日 

至：平成２２年３月３１日 
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行政コスト計算書の作成方法｠

 

地方公共団体が行う行政活動には、建物など将来の世代も利用できる資産の形成だけではなく、福祉

活動のような人的サービスや給付サービスなどといった資産形成につながらない行政サービスがありま

す。この行政コスト計算書では、４月１日から翌年の３月３１日までの１年間の行政活動のうち、資産

形成に結びつかない行政サービスに係る経費について、減価償却費や退職給与引当金など現金支出を伴

わない支出も含めた総コストを把握しようとするもので、一般的に民間企業でいう「損益計算書」に当

たるものになります。 

性質別の区分と行政目的（分野）別の区分をマトリックス形式にて表示することにより、例えば、教

育といった行政分野のサービスを提供するために、人件費や物件費などどのような性質の経費が用いら

れているかがわかるようになっています。 

 

Ⅰ．作成上の基本的前提｠

１．対象会計の範囲 

バランスシートと同様、普通会計を対象としています。｠

２．作成の基準日  

バランスシートと同様、会計年度の最終日（平成２１年３月３１日）を基準日としています。｠

３．計上するコストの範囲 

当該年度の行政サービスに要した費用のうち、資産形成につながる支出（これはバランスシート

上で経理）を除いた現金支出に、減価償却費、不納欠損額、退職給与引当金等の非現金支出を加え

た額を計上しています。｠

４．行政コストの分類 

行政の分野別にその性質別経費の内訳を示すため、横に目的別経費を、性質別経費を縦に表して

おり、区分について次のとおりです。｠

｠ ｠ ○目的別：総務、福祉、環境衛生、産業振興など行政分野別ごとの分類｠

｠ ○性質別：人にかかるコスト、物にかかるコスト、移転支出的なコスト、その他のコストに

大きく四分類｠

科目対応表｠

決算統計上の区分｠ 行政コスト計算書上の科目｠

議会費｠ 議会｠

総務費｠ 総務｠

民生費｠ 福祉｠

衛生費｠ 環境衛生｠

農林水産業費、労働費、商工費｠ 産業振興｠
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土木費｠ 生活インフラ・国土保全｠

消防費（警察費）｠ 消防（警察）｠

教育費｠ 教育｠

諸支出金、公債費のうち物件費｠ その他行政コスト｠

｠

５．基礎数値 

バランスシートと同様、基本的に決算統計のデータを基礎数値として用いています。ただし、発

生主義的な見地からこれにより難い場合には、歳入歳出決算書等のデータを基に別途数値を算出し

ています。｠

｠

Ⅱ．分類項目等の説明｠｠｠

【行政コスト】 

１．人にかかるコスト 

(1)｠人件費｠

決算額から退職手当組合負担金及び前年度末の賞与引当金を除いた額を計上しています。｠

(2)｠退職手当引当金繰入等｠

退職手当引当金から退職手当組合積立金を除いた額の前年度からの増減額に、当年度に支払っ

た退職手当組合負担金を加えた額を計上しています。｠

(3)｠賞与引当金繰入等｠

当年度末賞与引当金を計上しています。｠

２．物にかかるコスト  

(1)｠｠物件費｠｠

賃金、旅費、需用費（消耗品費、印刷製本費、光熱水費等）、役務費（通信運搬費、手数料等）、

備品購入費等を計上しています。｠

(2)｠｠維持修繕費｠｠

公共用施設等の効用を維持するために支出された経費を計上しています。｠

(3)｠｠減価償却費｠｠

バランスシートに計上された有形固定資産の減価償却相当額を計上しています。｠

３．移転支出的なコスト  

(1)｠｠社会保障給付｠｠

生活保護法に基づく生活扶助、教育扶助等をはじめとして児童福祉法、老人福祉法など各種法

律に基づき国の援助のあるものや、市単独の施策として実施したもの等、被扶助者に対して支給
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した現金又は物品に係る経費を計上しています。｠

(2)｠｠補助費等｠｠

負担金、補助及び交付金のうち普通建設事業費に計上されるものを除く部分や報償費等を計上

しています。｠

(3)｠｠他会計等への支出額｠｠

バランスシート上に経理することとされた定額運用基金への繰出金を除き、特別会計等への繰

出金に物件費、補助費等に計上されている他会計への支出額を加えた額を計上しています。｠

(4)｠｠他団体への公共資産整備補助金等｠｠

普通建設事業費のうち、国、市町村、民間等他団体に支出した補助金や負担金を計上していま

す。｠

４．その他のコスト  

(1)｠｠支払利息｠｠

地方債利子償還額と一時借入金利子の合計額を計上しています。｠

(2)｠｠回収不能見込計上額｠

当年度末の回収不能見込額から前年度末の回収不能見込額を除いた額に当年度の不納欠損額を

合わせた額を計上しています。｠

(3)｠｠その他行政コスト｠

法律等によって定められた失業者救済事業の経費に本年度末の長期未払金及び前年度末の長期

未払金に含まれるもののうち当年度債務履行額（ただし、普通建設事業費に計上されるものを除

く）を加えた額を計上しています。｠

 

【収入項目】 

施設の利用料金など行政サービスの提供に対する直接の対価として得られた使用料や手数料とい

った受益者負担の１年間の調定額を表しています。また、分担金・負担金・寄附金についてもそれぞ

れの１年間の調定額を表しています。 
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行政コスト計算書を用いた財務分析｠

１．受益者負担比率 

行政コスト計算書における経常収益は、いわゆる受益者負担の金額であるため、経常収益の行政

コストに対する割合を計算することで、受益者負担割合を算定することができます。また、行政コ

スト計算書では目的別に受益者負担比率を算定することもできます。受益者負担比率の平均的な値

は２％～８％の間で、当市の場合は４.５％となっています。 

（計算式）｠ 受益者負担比率（％）｠ ＝｠ 経常収益｠ ÷｠ 経常行政コスト｠ ×｠ １００ 

 

 

｠ ｠ ※｠ 目的別受益者負担比率 

｠ ｠ ｠ ｠ ｠ 当市における目的別の受益者負担比率は、福祉部門が４.６％で最も高く、次いで生活インフ

ラ・国土保全が４.０％となっています。逆に負担率の低いものとしては、産業振興、消防、議

会部門となっております。 
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２．行政コストの行政目的別割合及び性質別割合 

行政コスト計算書では、行政目的別と性質別割合が行列に表示されていることから、行政コスト

がどのような目的に使用されたか、また、目的別にどのような経費が使用されているのかを見るこ

とができます。目的別割合からは福祉に多くのコストがかかっていることがわかります。また、行

政目的別性質割合からは、教育や環境衛生には物にかかるコストが、福祉には社会保障給付や補助

金などの移転的コストが多く、消防や総務には人にかかるコストが中心を占めていることがみてと

れます。 

 

｠ (1) 行政目的別割合｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ ｠ (2) 性質別目的割合 

 

｠ (3) 行政目的別性質割合 
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３．市民一人当たり行政コスト計算書 

 

 

 

市民一人当たりの金額は、平成 22 年 3 月 31 日現在の住民基本台帳人口 92,913 人で計算しています。 
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純資産変動計算書 

 

 

 

 

自：平成２１年４月  １日 

至：平成２２年３月３１日 
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純資産変動計算書の見方｠

 

純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産の部に計上されている各数値が１年間でどのように変動し

たかを表している計算書です。この純資産の部に表されている部分は、今までの世代が負担してきた部

分ですので、この 1 年間で今までの世代が負担してきた部分が増えたのか減ったのかがわかることにな

ります。｠

１．純行政コストと財源 

純経常行政コストの金額に対して一般財源及び経常的な補助金等受入の金額がどの程度あるかみ

ることにより、純経常行政コストが受益者負担以外の経常的な財源によりどの程度賄われているの

かがわかります。｠

２．臨時損益  

経常的なコストや財源のほかに、災害復旧に要した経費、公共資産の売却や第三セクター等に対

する出資金など債権の放棄等、臨時的な要因によるコストや収入を計上しています。｠

３．科目振替 

(1)｠公共資産整備への財源投入、貸付金・出資金等への財源投入｠

公共資産の整備や貸付金等の増加に要した財源のうち、補助金受入額や地方債の額を除いた額

を公共資産整備一般財源等に計上し、同額をその他一般財源等から控除しています。これは、財

源として拘束されていなかった一般財源が公共資産の整備等に伴う財源として投下されたことを

表しています。｠

(2)｠公共資産処分による財源増、貸付金・出資金等の回収等による財源増｠

公共資産等に投下された財源として拘束されていた財源が、公共資産の処分や貸付金等の回収

により使途の自由な一般財源として受入されたことを表しており、公共資産等整備一般財源等か

らその他一般財源等への振替処理を行っています。｠

(3)｠減価償却による財源増｠

これは、公共資産の減価償却(価値の減少)に伴い、その財源として拘束されていた国県補助金

や一般財源等が使途の特定されていない一般財源として回収されたもので、公共資産等整備国県

補助金等及び公共資産等整備一般財源等からその他一般財源等へそれぞれ振り替えています。｠

(4)｠地方債償還に伴う財源振替｠

公共資産等の整備を行う際の財源として発行された地方債を償還した場合、公共資産等整備に

係る財源が不足することとなるため、その金額を一般財源と置きかえる必要があります。したが

って、公共資産整備への財源投入の場合と同様、その他一般財源等から公共資産等整備一般財源

等への振替を行っているものです。｠

４．資産評価等に伴う増減 

売却可能資産や有価証券の時価評価に伴う増減額や土地など価値のある資産の無償受贈などによ

る受贈益などを資産評価差額としてその増減額を計上しています。｠
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市民一人当たり純資産変動計算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民一人当たりの金額は、平成 22 年 3 月 31 日現在の住民基本台帳人口 92,913 人で計算しています。
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資 金 収 支 計 算 書 

 

 

 

 

自：平成２１年４月  １日 

至：平成２２年３月３１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

－28－   



資金収支計算書の見方｠

 

資金収支計算書は、歳計現金（資金）の出入りに関する情報を「経常的収支の部」「公共資産整備収支

の部」及び「投資・財務的収支の部」の３つの区分（活動）に分けて表示しています。 

 

１．経常的収支の部 

支出には、人件費や物件費など日常の行政サービスを行うに当たって必要な支出を計上しており、

ここには地方債の支払利息に要する経費も計上しています。収入には、地方税や地方交付税などの

日常の行政サービスのための支出を賄う収入（財源）を計上しています。また、日常の行政サービ

スの財源として発行した臨時財政対策債を地方債発行額として計上しています。 

｠

２．公共資産整備収支の部 

自団体で社会資本を整備するための公共資産に要する支出、他団体に補助金を支出して公共資産

を整備する際の公共資産整備補助金等に係る支出及び他会計への繰出金や補助金のうち建設費に充

てられるものを支出に計上しています。収入には、公共資産整備支出の財源となった国県補助金等、

地方債発行額、基金取崩額などを計上しています。｠

｠

３．投資・財務的収支の部 

支出には、地方債の償還額、他会計の地方債返済に充当するための繰出金や補助金、他団体等に

対する出資、貸付金、基金への積立額を計上しており、収入には、支出の財源となった国県補助金

等のほか、貸付金の回収額や公共資産の売却収入などを計上しています。 

 

４．注記 

注記には、一時借入金の借入限度額や一時借入金に係る利子額など一時借入金に関する情報及び

地方債の発行・償還や財政調整基金・減債基金の積立・取崩しを除いた基礎的な収支情報を基礎的

財政収支に関する情報として記載しています。また、一時借入金以外にも保証金や預り金など歳入

歳出決算外で行われる資金取引（歳計外）のうち重要なものがあれば記載することとしております。 
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市民一人当たり資金収支計算書 

 

 

市民一人当たりの金額は、平成 22 年 3 月 31 日現在の住民基本台帳人口 92,913 人で計算しています。 
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財務書類４表の関係｠

 

財務４表は、「貸借対照表」「行政コスト計算書」「純資産変動計算書」「資金収支計算書」の４つの表

から構成されており、この４表の関係を表すと次図のようになります。 

 

資産 負債

 ・・・

 ・・・ 純資産

 歳計現金

 ・・・

貸借対照表 純資産変動計算書

－　　　　支　　　　出

行政コスト計算書

＝　  期末純資産残高

　　　 　　収　　　　入

資金収支計算書

＋　一般財源,補助金受入等

±　　　資産評価替等

　　　 期首純資産残高

－　　純経常行政コスト

＝　　期末歳計現金残高

　　　 経常行政コスト

－　　　　経常収益

＝　　純経常行政コスト

＋　　期首歳計現金残高

＝　　歳計現金増減額
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